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研究成果の概要（和文）：本研究は知的財産法と競争政策の関係の解明を目的としている。具体

的なテーマとして、①知的財産権ライセンス、②知的財産の流通、および③権利濫用の法理を

選択した。本研究を通じて、以下の結論が得られた。a)知的財産のライセンス契約が締結され

る際に、競争上の弊害が生じるおそれがある。b)そのため、知的財産の流通が阻害され可能性

がある。c)そうした問題に対処するためには、競争政策の視点、あるいは権利濫用法理の援用

が重要である。 
 
研究成果の概要（英文）：The aim of this research is to study on relationship of intellectual 
property law and competition policy. I collected three concrete subjects, 1) license of 
intellectual property, 2) distribution of intellectual property, and 3) theory of abuse of right. 
The result of this research is a) uncompetitive effects could be caused by intellectual 
property license, b) thereby distribution of intellectual property could be disturbed, and c) 
it is important to add in competitive policy and utilize misuse theory in order to address 
these problems.   
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１．研究開始当初の背景 

わが国は国家戦略としての「知的財産立
国」の実現に向け、産官学が一体となって邁
進中である。知的財産立国を実現するための
具体的な処方箋の多くは「知的財産戦略大
綱」（知的財産戦略会議・2002 年３月））や、

それの具体的行動プログラムである「知的財
産の創造、保護及び活用に関する推進計画」
（知的財産戦略本部・2003 年７月）から明
らかなように、基本的には知的財産を広くか
つ強く保護すること、あるいは知的財産権を
強化、充実させる内容・性格を持つものであ
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る。しかしながら、知的財産権は「独占性・
排他性」という特質を有するため、その強
化・充実は市場における競争への悪影響とい
う弊害の問題を常に孕んでいる。それゆえ、
知的財産権を強化・充実するに当たっては、
併せて競争政策の充実にも努めなければな
らない（「戦略大綱」６頁、「推進計画」９頁）。
また、知的財産基本法 10 条も「知的財産の
保護および活用に関する施策を推進するに
当たっては、…公正かつ自由な競争の促進が
図られるようにするものとする」と明定す
る）。すなわち、知的財産政策重視の時代に
あっては、競争政策とのバランシングが常に
意識されねばならないのである。 

以上のことを背景とし、本研究において知
的財産法の解釈および制度設計（立法論）に
際して、競争法的思考をいかなる場面で用い
るべきか、またどのような要因を考慮すれば
よいのかといった問題の分析・検討を行おう
としたものである。 

 
２．研究の目的 

知的財産権の意義が高まるにつれ、それを
強化・充実させる内容の法改正・新制度設立
が頻繁に行われている。しかし、知的財産権
は「独占性・排他性」という特質を有するた
め、その強化・充実は市場における競争への
悪影響という問題を不可避的に有している。
それゆえ、知的財産政策重視の時代にあって
は、競争政策とのバランシングが常に意識さ
れねばならない。また、知的財産の独占は、
その利用を阻害することにより「産業・文化
の発達・発展」という知的財産法自体の目的
実現にも悪影響を及ぼす。 
 本研究は知的財産法の解釈および制度設
計に際して競争法的思考を導入することに
より、上記のような弊害を回避し、健全な知
的財産法の在り方の解明を目的とするもの
である。 
 
３．研究の方法 

本研究は４年の研究期間を予定している。
本研究においては、具体的テーマとして、
①知的財産権のライセンス、②知的財産の
流通、および③知的財産権と権利濫用法理、
を掲げている。 
具体的手法としては、まず過去に集積し

た資料の再整理、新規資料の収集を行う。
それと同時に、本研究に関連する研究会や
ワークショップに参加する。そして、ある
程度分析・検討がまとまった時点において、
論文等・著書の形で公表する。 

最後に、それまで公表した成果を総合し、
知的財産権と競争政策の基本的な枠組み、
関係について、成果をまとめる。 

 
４．研究成果 
 本研究の最終的な研究成果の１つとして、

申請者が著した「競争政策の実現と特許ライ
センス契約の限界」がある（後掲「５．主な
発表論文」参照）。ここでは、同論文を以下
に再掲し、本研究の研究成果に代えることと
する。なお、紙幅の関係から、「はじめに」、
「若干の検討」および「最後に」の部分のみ
全文を掲げ、その他の部分は項目のみ記すこ
ととする。 
 
＜＜以下再掲＞＞ 
（１）はじめに  
近時、特許権者の行き過ぎた権利行使が、

しばしば競争政策上の問題を引き起こすこ
とが話題となっている。そうした場面の１つ
としてライセンス契約がある。特許ライセン
ス契約に関する競争政策上の問題に対して
は、公正取引委員会が 2007 年４月に「知的
財産ガイドライン」（正式には、「知的財産
の利用に関する独占禁止法上の指針」
（2007 年９月 28 日、公取委）である。）
を公表し、これに基づいて独占禁止法の運
用・解釈を行っている。 
ところで、特許法と独禁法は、新規技術の開
発および特許技術の利用をそれぞれ促進さ
せることで産業の発達を図るという共通の
目的を有していると理解することができる
ものの（代表的見解として、根岸哲「『競争
法』としての民法、知的財産法、独占禁止法」
法曹時報 56巻１号１頁（2004年））、他方で、
特許法は権利付与の段階では独占の弊害を
予想して独占権を認めるという手法をとっ
ておらず（現実的に困難）、独占の問題が生
じた場合は独禁法を通じてその解消を行っ
ており、こうしたことから、競争政策との関
わりでいえば、特許法は事前的、独禁法は事
後的であり、また、技術の開発・利用の促進
を特許法は独占を認めることで、独禁法は一
旦認めた独占の範囲を制限（縮減）すること
で行っており、両者は役割分担がなされてい
る、あるいは、基本的手法が異なるとの見方
もできる（このような考え方として、田村善
之『知的財産法〔第４版〕』327 頁（有斐閣、
2006年）、白石忠志「『知的財産法と独占禁止
法』の構造」中山信弘先生還暦記念『知的財
産法の理論と現代的課題』496 頁（弘文堂、
2005 年）。ただし、いずれの考え方も、特許
法と独禁法の双方が技術関連市場における
競争の促進という目的を有すると理解する
点では、根岸・前掲注３）と異なるところは
ないと思われる）。しかしながら、競争政策
上の問題の対処については、最終的には独禁
法の適用によるとしても、特許法の解釈を通
じて行われるべきである。あるいは、少なく
とも特許法自体の問題として、その解決を図
るという方策が排除される理由はない 
 
（２）ライセンスに関連して競争上の弊害が 



 

 

生じる具体的場面の例 
 

（３）特許ライセンスを制限する手法の類型 
概観 
 

（４）若干の検討 
ここでは特許ライセンスに関連して競争

上の弊害が生じる具体的場面のうち、ライセ
ンス拒否とパテントプールという２つの典
型的な場面に焦点を当て、これまで行ってき
た議論の当てはめと確認を行ってみたい。 
①ライセンス拒否  

ある技術がある製品の製造や販売にとっ
て必須であったとしても、契約自由の原則あ
るいは特許権が排他的独占権であることや
創作のインセンティブが削がれることを鑑
みるならば、当該技術のライセンス拒絶を制
限することは原則として慎重であるべきで
あろう。また、特許法には裁定実施制度が用
意されているものの、現段階では適用は難し
いのが現実である。 
もっとも、継続取引など、特別の場合には信
義則違反等を根拠として行き過ぎた権利行
使の問題に対処することができる。日之出水
道機器特許権侵害事件において裁判所は、
「合理的な理由がない場合には実施許諾を
拒絶することが信義則上許されない」との一
般的な考え方を示した。そして、事案の当て
はめにおいて、「Ｘが主張した許諾数量制限
方式が独占禁止法に反する不合理なもので
あるとは認めるに足りないから…Ｘがこの
方式による実施許諾を条件とし、Ｙがそれを
拒絶したために実施許諾の締結に至らなか
ったことは、Ｘによる合理的理由のない実施
許諾の拒絶であるとはいえない」との判断を
下した。この判断手法は、信義則違反を構成
する「合理的な理由がないこと」を独禁法違
反行為が存在するか否かで判定している。す
なわち、独禁法違反の主張が成功すれば、信
義則違反を媒介としてライセンス拒絶が認
められない、あるいは、権利侵害の主張が認
められないとの結論が導かれる可能性を示
唆するものと捉えることができよう。 
②パテントプール   
ア）共同のライセンス拒絶 

パテントプールに参加する複数の特許権
者が、プールを通じてのみ特許権のライセン
スを行う旨決定し、新規参入者などに対する
ライセンスを拒絶する行為については、単独
の特許権者が行うライセンス拒絶とは異な
る考慮が可能である。すなわち、複数の特許
権者による共同の権利行使は、その価値や独
占の範囲を人為的に高めたものであり、法が
元来個々の特許権に予定していた価値や独
占の範囲を超えるものであると評価できる
からである。 

共同のライセンス拒絶に対しては基本的

には独禁法による是正が効果的であろうが、
信義則違反や権利濫用を理由として、当該ラ
イセンス拒絶を認めないとの結論を特許法
上も得る余地あるいは必要性があると思わ
れる。 
イ）デル型の行為 
ⅰ）公序良俗違反、信義則違反 

標準化作業の段階で特許の保有を秘匿し、
標準設定後に権利を行使するといった行為
を「デル型の行為」と呼ぶならば、デル型の
行為に対しては公序良俗違反や信義則違反
を根拠としてライセンス拒絶を認めないと
いう手法が可能となる。その際、公序良俗違
反または信義則違反を判断する要因として
は、パテントプールの趣旨、他のメンバーの
信頼、行為の不当性、特許法の趣旨、権利者
と他のメンバー間における交渉力の格差な
どを挙げることができる。 
ⅱ）電子商取引等準則 

デル型の行為に対しては、権利濫用法理の
利用も可能である。前記電子商取引等準則で
は、「ソフトウェアに係る特許権の行使（差
止請求、損害賠償請求等）に対して民法第１
条第３項（権利濫用）は適用されるのか」と
いうテーマに関して、以下のような記述を行
っている（電子商取引等準則Ⅱ‐２‐１参照。
本文における続く準則の引用についても同
様）。 
「ソフトウェアに係る特許権の行使におい
ては、以下のような権利行使（αからγのい
ずれか若しくは複数に該当するもの）は、権
利濫用と認められる可能性がある。（中略） 
α 権利行使者の主観において加害意思

等の悪質性が認められる場合 
β 権利行使の態様において権利行使の

相手方に対して不当に不利益を被らせる等
の悪質性が認められる場合 
 γ 権利行使により権利行使者が得る利
益と比較して著しく大きな不利益を権利行
使の相手方及び社会に対して与える場合」 
 
準則では特許権者の権利主張の正当性・悪

質性（上記αおよびβ）を判断する場合の１
つとして、「権利主張に係る客観的行為態様
が悪質である場合」を挙げる。この「客観的
行為」の判断要素の１つとして「特許権者が
合理的な理由なく前言を翻すなど信義則に
違反する行為をした場合」を準則は指摘して
いるが、「信義則に違反する行為」に関して
準則は次のように述べている。「「信義則に反
する行為」としては、特許声明書の提出義務
が課せられているパテントポリシーを有す
る標準化機関における標準化活動に参加す
る者が、標準策定過程において必須特許を有
しているにもかかわらず特許を主張せず、標
準策定後に特許を保有していることを明ら
かにし、同じ標準化活動に参加している者に



 

 

対して莫大なライセンス料を請求するなど、
契約や事業活動等を通じて形成されている
事業者間における義務や約束を反故にする
行為が想定される」。 

準則の上記記述はソフトウェア特許権に
関するものであるが、その考え方は、基本的
にはすべての分野に関する特許権について、
そのデル型の行為に対して当てはまるもの
であろう。 
 
（５）最後に 
 これまで、特許権者の権利行使がもたらす
競争上の弊害について、ライセンスの場面に
焦点を当てて検討を行ってきた。その結果、
明らかになってきた今後の課題について最
後に指摘を行う。 
本稿では、競争上の問題の対処として特許

法による可能性を論じてきたが、特許法の枠
内で行うことができることと、できないこと
があることが判明した。すなわち、特許法に
も競争政策を実現する能力があるものの、独
禁法と比べて得意分野と不得意分野がある。
それゆえ、そうした領域を正しく見極めた上
で、独禁法との協働と役割分担を適切に行う
ことが求められることになろう。 
また、競争上の弊害を引き起こすケースで

はライセンス契約の制限を行うことが様々
な手法により可能だとしても、そもそも競争
への悪影響をどのように評価するのかとい
う問題がある。ライセンス自体は一般的には
競争促進効果を有するものであり、それを制
限することは慎重であらねばならない。市場
での競争を評価することは、独禁法の領域に
おいてさえ困難な作業である。 

さらには、特許法の基本的役割に関する問
題もある。すなわち、特許法の究極的な目的
が産業の発達や技術革新の促進にあるとし
ても、発明者の権利保護という視点が重要視
されていることは疑いがない。換言すれば、
公益（産業の発達など）と私益（特許権者の
利益）のいずれを優先するかにより、権利行
使を制限することができる範囲が大きく変
わってこよう。 
 以上のことを含め、残された問題について
は今後の課題としたい。 
＜＜以上再掲＞＞ 
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